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1. 目的  

1.1 医療・介護従事者の養成機関及び他の医療・介護関係機関（以下「実習依頼施設と

いう」）より当院に依頼される実習生の受け入れを円滑かつ安全に地域在宅医療支

援センター実習を行うために 必要な事項を本規程に定める。  

 

2. 定義  

2.1 本規程の対象となる実習生とは、当該部署での実習、研修をする学生または実習依

頼施設の職員をさす。 

2.2 統括管理部署を人事部とし、実習生の受入れ・契約内容等の事務手続きを統括管理

する部署とする。  

2.3 実習担当責任者は、実習生受け入れに関わる業務を担当する。  

2.4 実習担当者は、実習担当責任者から指名を受け、実習生を指導する。  

 

3. 受託手順  

3.1 実習担当部門・部署の長は、新規もしくは継続での実習依頼施設より実習依頼申請

があった場合、関係部署と協議して、当院の業務に支障がないことを確認しなけれ

ばならない。  

3.2 実習担当責任者は、依頼のあった実習依頼施設へ契約内容（①実習生等の感染対策、

②委託料の有無、③実習修了証明書の有無、④カルテ閲覧希望）について確認を行

い、必要であれば委託料について財務・経理課へ連絡・相談する。  

3.3 実習担当責任者は、地域在宅医療支援センター（見学）受託許可願い（指定様式１）

に必要事項を記入の上、地域在宅医療支援センター受諾実習管理委員会事務局（以

下、受諾実習管理委員会事務局）に実習依頼書等（①養成機関からの実習依頼書、

②実習人数の分かる書類、③実習期間の分かる書類、④委託料の分かる書類）⑤有

資格者はその免許証の写しを添付し提出する。  

3.3.1 国外から実習依頼申請があった場合は、実習担当窓口を国際課とし、事前に健

康診断書（指定様式２）の提出を求め、地域在宅医療支援センター実習（見学）

受託許可願いと併せて人事部に提出する。  

3.4 地域在宅医療支援センター受託実習管理委員会は、実習受託許可願い（国外からの

実習生については健康診断結果も含む）に基づいて審査及び審議を行い、受託実習

管理委員会委員長は、その結果を実習担当責任者に伝える。  

3.5 受託実習管理委員会で審議の結果、受け入れ可能と判断した場合、受諾実習管理委

員会事務局が地域在宅医療支援センター長の決裁を受ける。受け入れ不可と判断し

た場合は、実習担当責任者が実習依頼施設へ連絡する。  

3.6 地域在宅医療支援センター長決裁後、実習担当責任者が実習依頼施設へ受け入れ可

能である旨を連絡し、契約書等（関連書類）送付依頼と実習のグレードに沿った感
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染症に関する検査依頼を行う。  

3.7 実習担当責任者は実習依頼施設より送付された契約書類等（関連書類）を受諾実習

管理委員会事務局へ提出し、受諾実習管理委員会事務局より地域在宅医療支援セン

ター長印を依頼する。実習委託契約書（指定様式３）は、当院の様式もしくは実習

依頼施設の提出された様式どちらでも可能とする。ただし、委託契約内容について

は、当院の内容に準じたものとする。  

3.8 実習担当責任者は契約書一式完成後原本を保管し、写しを受諾実習管理委員会事務

局へ提出する。 

3.9 受諾実習管理委員会事務局は、受け入れの承認を得た「受諾許可願い」の写しを人

事部へ提出し、人事部は「実習生等（見学）受入状況一覧」（別紙２）に入力を行

ない、管理・把握をするとともに職員へ周知するためにホームページへ掲載する。 

3.10 実習開始時実習担当責任者は、（1）オリエンテーション、（2）感染症検査結果の

確認を実施する。  

3.11 実習修了後、実習担当責任者より必要書類（①新入職員・実習生等オリエンテーシ

ョン受講記録表、②実習生等受入実績報告書（指定様式７）、③請求書、④実習生

修了証明書交付依頼）の提出を持って受諾実習管理委員会事務局への修了連絡とす

る。 

3.12 受諾実習管理委員会事務局は、請求書とともに「実習生受け入れ実績報告書」の写

しを人事部へ提出し、人事部がそれを保管する。  

3.13 人事部は、実習担当責任者より提出された書類の確認を行い、請求書発行を財務・

経理課へ依頼する。また必要であれば実習修了証明書の交付を行う。  

3.14 財務・経理課は請求内容を確認し、請求書を発行し入金確認後、必要であれば領収

書の発行を行う。入金確認後、人事部へ入金連絡を行う。  

 

4. 実習生等の感染対策  

4.1 実習生は、当院で実習を行なうにあたり、事前に実習のグレードに沿った感染症に

関する以下の検査結果を実習担当責任者に提出する。 

4.2 グレードＡ 利用者に直接触れて処置・ケア等の実技を伴う実務実習。 

必須検査項目：①胸部レントゲン撮影結果（１年以内のもの）  

②HBs抗原抗体（１年以内のもの）  

③HCV抗体（１年以内のもの）  

④四抗体(麻疹，風疹，水痘，流行性耳下腺炎)  

＊２回目以降の実習については、④の提出は求めない。  

4.3 グレードＢ 利用者に直接触れずに同行訪問等を主とする見学研修。 

必須検査項目：①胸部レントゲン撮影結果（１年以内のもの）  

②四抗体(麻疹，風疹，水痘，流行性耳下腺炎)  
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4.4 提出された検査結果を基に実習担当責任者が「検査結果指標」（別紙３）に照らし

合わせ確認を行い、必要に応じて実習中の留意点などについて指導を行う。  

4.4.1 提出された検査結果の書類は各実習担当部門・部署で、原則３年間保管する。  

 

5. 受託実習生心得  

5.1 前条の手続きを経て、地域在宅医療支援センター長が実習を許可した実習生を受託

実習生とする。  

5.2 実習に要するユニフォームは実習生が準備する。  

5.3 本人の責に帰すべき理由により、機械、器具、備品等を破損した場合は、本人また

は依頼者が弁償しなければならない。  

5.4 実習生は、実習期間中において、頭痛、発熱、腹痛、嘔気、嘔吐、下痢などの症状

がある場合は、実習担当責任者に速やかに報告するとともに指示を仰ぐ。  

 

6. 医療・介護情報の外部持ち出し  

6.1 医療・介護情報の持ち出しに際しては、個人情報が特定できないよう細心の注意を

払い、その重要性を認識し保護に努める。  

6.2 個人情報とは、「個人情報の保護に関する法律」で規定された、生存する個人を識

別できるものと、死者に関する情報で同時に遺族などの生存する個人に関する情報

とする。  

6.3 対象となる医療・介護情報を以下に示す。  

6.3.1 患者背景・家族歴  

6.3.2 病歴・診断名  

6.3.3 治療内容・手術シェーマ等  

6.3.4 検査結果  

6.3.5 画像及び診断結果  

6.3.6 病理画像及び診断結果  

6.3.7 スキャンニング・診療書類内に記載された情報 

6.3.8 診療記録・看護記録・助産録に記載された情報  

6.4  持ち出す際の使用範囲は以下に限定する。  

6.4.1 実習記録・レポート  

6.4.2 学会発表等  

6.5 持ち出しを希望する実習生は「医療情報院外持出申請書」（指定様式６）を指導に

あたる部門・部署の実習担当責任者に提出する。  

6.6 実習担当責任者はその内容を全て閲覧し、下記の項目を参照の上、個人情報の特定

ができないことを確認した上で、持出を許可する。  

6.6.1 患者ID（匿名化されていれば可） 
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6.6.2 氏名・生年月日・住所・電話番号・勤務先・学校 

6.6.3 診療に直接関係のない特定の機微な情報 

6.6.3.1 思想・信条・宗教等 

6.6.4 その他、組み合わせ等により個人を特定できる情報  

6.7 実習担当責任者は許可をした「医療情報院外持出申請書」を地域在宅医療支援セン

ター受託実習管理委員会事務局に提出し、事務局は３年間保管する。  

6.8 医療情報の持ち出しに関する上記内容に変更事項がある場合は、医療情報管理委員

会に諮り、本規程を改定する。  

 

7. 修了証明書の交付  

7.1 実習担当責任者は、人事部へ修了証明書の交付を依頼する。  

7.2 人事部は、実習事項について証明書を交付する。  

 

8. 実習期間  

8.1 実習期間は、１年を超えないものとする。１年以上の期間となる場合はその都度、

委託契約を行なう。  

 

9. 実習費用  

9.1 指導に要する費用として必要がある場合は、実習委託料を徴収することがある。  

9.2 財務・経理課は、実習委託料について、継続的に契約を行なっている実習依頼施設

については、従前の契約内容を確認する。  

9.3 新規の受入れに伴う実習委託料については、先方の規程を優先する。但し、規程 な

どの決まりが無い場合、1人1日単価として、学生は1,000円、社会人は2,000円徴収

する。徴収が困難な場合は、地域在宅医療支援センター受託実習管理委員会で審議

の上、地域在宅医療支援センター運営会議の承認を得る。  

 

10. 医療安全報告  

10.1 当事者が実習生となるニアミス・ミス等が発生した場合は、相澤病院の医療安全報

告規程に基づき報告をする。  

10.2 実習生は、事故報告書＜実習生用＞（指定様式8）を記載し、実習担当責任者に提

出する。 

10.3 実習担当責任者は、当該事例を医療安全管理者へ報告する。  

10.4 医療安全管理者は当該事例を受託実習管理委員会へ報告する。  

 

11. その他  

11.1 この規程に定めるもの以外で受託実習生について必要な事項は、地域在宅医療支援
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センター受託実習管理委員会で検討し、地域在宅医療支援センター運営会議で決定

する。 

11.3 実習担当責任者は、オリエンテーション時の記録用紙（指定様式５）を人事部へ提

出し、人事部は３年間保管とする。  

 

12. 改善計画  

12.1 改善計画は、地域在宅医療支援センター受託実習管理委員会で立案し、地域在宅医

療支援センター運営会議で決定する。  

 

13. 改善計画の実施  

13.1 改善計画は、地域在宅医療支援センター長の承認を得て実施する。 

 

14. 参考  

なし  

 

15. 関連規程  

15.1 慈泉会個人情報保護規程 

15.2 慈泉会情報資産保護管理規程 

15.3 地域在宅医療支援センター電子カルテのアクセス権限規程 

15.4 医療安全報告規程 

 

16. 添付  

16.1 地域在宅医療支援センター実習（見学）受託許可願い（指定様式１）  

16.2 健康診断書（指定様式２「form2 HEARTH CERTIFICATE」）  

16.3 実習委託契約書（指定様式３）  

16.4 実習生オリエンテーション（指定様式４） 

16.5 オリエンテーション受講記録表（指定様式５）  

16.6 医療情報院外持出申請書（指定様式６） 

16.7 実習生等受入実績報告書（指定様式７）  

16.8 事故報告書〈実習生用〉（指定様式８） 
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